
三重県県土整備部都市政策課

令和７年７月２４日

事前復興まちづくり
必要性及びその意義について

資料１-１   
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発災から復興までの道のり

２

避難⽣活期
※「南海トラフ地震えひめ事前復興推進指針」復興プロセス図を引用



復興時に直面する課題①

✓ 発災直後から業務量が激増する
 （避難所運営・罹災証明・支援金受付等）

知識・経験の不足

３

✓ 限られた職員で災害対応と通常業

務の両立が求められ、負担が増え、

長時間勤務が慢性化する

業務量の増加・人員不足

✓ 発災から復興に至る過程では、

専門的・横断的な知識が不可欠

✓ 応急・復旧対応に追われ、復興の

検討に十分な時間が割けない

✓ 早期の庁内の復興体制の整備、

復興手順の検討等が求められる

✓ 限られた職員で復興対応を迫ら

れ、復興の知識や経験のある人

材の確保が困難



４

土地利用の制約

✓ 災害対応のため、応急期に必要
となる機能の配置が優先される

【想定される機能】
‣ 応急仮設住宅建設用地
‣ 災害廃棄物仮置場
‣ 資機材置場
‣ 仮埋葬地
‣ 応急救助機関の活動拠点 など

合意形成の長期化

復興時に直面する課題②

✓ 避難先の分散を想定されるため、
住民の意見集約が困難となる

【想定される避難先】
‣ 指定避難所、福祉避難所
‣ 在宅・車中避難
‣ 親族等の家への避難
‣ 広域避難（旅館・ホテル等）
‣ 応急仮設住宅 など

✓ 復興の遅れにより、住民が避難
先で定住し、まちを離れてしま
う恐れがある

✓ 家屋流出や土砂災害、液状化な
どの被害により、安全性が低下
した土地が増え、活用可能な土
地が減少する



【第４章】推進が特に必要となる施策 に位置付け

大規模地震対策が必要な市区町村※1における
事前復興まちづくり計画等の策定完了率

３％【R６】→ ９％【R12】→ 20％【R25】 ※2

第１次国土強靭化実施中期計画【令和７年６月６日 閣議決定】

※1 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域、首都直下地震緊急対策

区域及び南海トラフ地震防災対策推進地域の市区町村：約1,100市区町村【県内全29市町対象】

５

事前復興まちづくり等の

防災まちづくりを強力に推進する

※2 当面は、津波等により、甚大な被害が想定される沿岸部等の市区町村を中心に

          事前復興まちづくり計画等を策定し、市区町村における事前復興まちづくり
          計画等の策定を普及促進する目標を設定

【目標】



✓ 今から、復興をイメージし、役割について考え、
手順を確認することで、県・市町の連携・協働
による復興対応が可能

なぜ「復興」を今から考えるのか

６

✓ 今から、復興のビジョンやロードマップを検討
し、早期に示すことで、県民に安心感をもたらし、
「三重県に住み続ける」選択の後押しが可能

事前復興まちづくりの取組を
三重県でも進めていきましょう
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平時から復興後のまちの将来像や土地利用などを考える

市町が策定する、主に「市街地復興」を対象とした計画

住居や事業所等の建築物が一定程度、集約している地域

事前復興まちづくり計画とは

８

市街地

✓ 市街地復興は住宅、生活等の基盤となる

ため、検討にあたっては、住宅 、産業、

教育・医療等の各分野と連携が必要

✓ 被災後も「戻って暮らしたい」と思え

るようなまちの姿を、事前に検討し、

住民と合意形成しておくことが重要

市街地復興

住宅

産業

教育・医療

宅地造成

道路・インフラ
の整備



【国】復興基本方針（法第８条）

大規模災害からの復興に関する法律（平成25年６月）

【市町】事前復興まちづくり計画

発災後発災前

【県】復興方針（法第９条）

✓ 復興計画の区域
✓ 復興計画の目標
✓ 人口の見通し
✓ 土地利用方針
✓ その他基本となる事項等
✓ 復興整備事業に係る事項
✓ 復興計画の期間 等

上位関連計画
（総合計画等）

調整・整合

９

【市町】復興計画（法第10条）
【市町】事前復興計画

【計画対象】

復興に関する庁内体制、理念や目標、
全分野（市街地,住宅,産業,教育・医療等）
を総合的・体系的に取りまとめた計画

復興まちづくりの目標や土地利用
方針等を取りまとめた計画

【市街地の復興】

※住宅,産業,教育・医療等の各分野とも連携

住宅の復興

市街地の復興

産業の復興

教育の復興 医療の復興

○○の復興 △△の復興

事前復興まちづくり計画の位置づけ



✓ 静岡県
富士市 下田市

事前復興まちづくり計画 策定状況

10

計画策定済みの市町村がある県

計画策定済みの市町村がない都県

✓ 和歌山県
和歌山市 海南市 御坊市
田辺市 美浜町 印南町

       みなべ町 那智勝浦町 太地町

✓ 徳島県
       美波町

✓ 愛媛県
西予市

✓ 高知県
香南市 東洋町 黒潮町

南海トラフ地震
津波避難対策特別強化地域指定市町村

を有する１都13県

【県都市政策課調べ】
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復興まちづくりを考える土地利用のポイント

12

✓ まちの将来像の合意形成を図るため、

地権者や住民との丁寧な協議を実施

✓ ガレキ撤去やインフラ復旧などの

復旧・復興作業に支障が出ないよう、

    無秩序な建築や開発行為を制限

安全性の確保と
リスクの回避

適切な土地利用の制限

将来のまちの姿を
見据えたゾーニング

合意形成と制度活用

✓ 災害リスクをふまえ、危険区域の

建築制限や高台移転など、安全な

土地への誘導・再配置を検討

✓ 復興後の生活・産業・交通の拠点

を意識し、調和ある用途・機能で

土地利用を再配置 ✓ 各種制度・事業を適切に活用し、

実現性の高い土地利用計画を立案



発災後の都市計画の手続きの流れ

第二次建築制限

２ヶ月以内

初動対応

３日目まで

家屋被害概況の調査

復興地区区分の検討

復興まちづくり基本方針の策定と公表

第一次建築制限区域（案）の申出

第一次建築制限（建築基準法第84条）

の指定の手続き２週間を目途

第一次建築制限

６ヶ月を目途

都市計画決定

家屋被害状況の調査

復興まちづくり基本計画の策定と公表
復興まちづくり事業等の都市計画決定

復興まちづくり事業の推進

6ヶ月以降

被災市街地復興推進地域

の都市計画決定

復興まちづくり基本計画（骨子案）
の策定と公表

復興まちづくり
手続きの手順確認

13

復興都市計画事業等の

復興都市計画事業等に

 着手

初動体制の確立
被災情報の収集



東日本大震災からみる市街地復興パターンの整理

14

東日本大震災からの復興に向けた市街地整備のパターンについて、
「都市構造」や「被災状況」、「津波シミュレーション」等による
被害想定といった点から、４つに大別して整理

国土交通省での整理

基本的な考え方

海岸堤防を整備

（全パターン共通）

浸水しない地域

（概ね浸水深さ２ｍ以下）

①現地再建

③新市街地整備

④嵩上げ再建

Ｌ１津波への対応
（過去最大クラス）

②嵩上げ再建

浸水する地域

（概ね浸水深さ２ｍ超）
+高台移転

※国土交通省「東日本大震災による津波被害からの市街地復興事業検証委員会第3回 事務局説明資料（R2.11月）」を基に作成

Ｌ２津波への対応
（理論上最大クラス）

市街地復興パターン



東日本大震災からみる市街地復興パターンの整理

15

✓ 嵩上げに加え、

一部は高台移転と組み合わせ

✓ 被災前の市街地を嵩上げし、

    安全性を高めて再建

✓ 堤防等により安全性を高め、

現位置で市街地を再建

✓ 高台等に新たな市街地を整備し、

都市機能を移転

①現地再建 ②嵩上げ再建

③新市街地整備 ④嵩上げ再建＋高台移転

※国土交通省「東日本大震災による津波被害からの市街地復興事業検証委員会第3回 事務局説明資料（R2.11月）」から引用



【事例紹介】宮城県南三陸町志津川地区

¥旧市街地

横断図

✓ 職住分離・高台移転
のまちづくり

 

✓ 高台移転した住宅地は
津波被害を回避

16



【参考】東日本大震災復興交付金※事業一覧（5省40事業）

番号 事業名

文
部
科
学
省

1 公立学校施設整備費国庫負担事業（公立小中学校等の新増築・統合）

2 学校施設環境改善事業(公立学校の耐震化等)

3 幼稚園等の複合化・多機能化推進事業

4 埋蔵文化財発掘調査事業

厚
生
労
働
省

5 医療施設耐震化事業

6
介護基盤復興まちづくり整備事業(「定期巡回・随時対応サービス」
や「訪問看護ステーション」の整備等)

7 保育所等の複合化・多機能化推進事業

農
林
水
産
省

8
農山漁村地域復興基盤総合整備事業（集落排水等の集落基盤、農
地等の生産基盤整備等）

9
農山漁村活性化プロジェクト支援(復興対策)事業（被災した生産施
設、生活環境施設、地域間交流拠点整備等）

10
震災対策・戦略作物生産基盤整備事業（麦・大豆等の生産に必要と
なる水利施設整備等）

11 被災地域農業復興総合支援事業（農業用施設整備等）

12 漁業集落防災機能強化事業（漁業集落地盤嵩上げ、生活基盤整備等）

13 漁港施設機能強化事業（漁港施設用地嵩上げ、排水対策等）

14
水産業共同利用施設復興整備事業（水産業共同利用施設、漁港施
設、放流用種苗生産施設整備等）

15 農林水産関係試験研究機関緊急整備事業

16 木質バイオマス施設等緊急整備事業

※ 復興特区法に基づき、東日本大震災により著しい被害を受けた地域における復興地域づくりに必要な事業を一括化し、
一つの事業計画の提出により、被災地方公共団体へ交付金を交付する被災地の復興を支える中核的な制度

17



説明
事項

01

02

03

なぜ「復興」を
今から考えるのか

事前復興まちづくり
計画とは

県の取組状況と今後の進め方

18

04

復興まちづくりを
イメージする



復興まちづくりに関する講演会 開催

講師（UR都市機構,富士市,東松島市,首都東京大学）を招き、
講演会を実施し、事前復興の重要性・必要性について学ぶ

市町職員向け演習手引き 作成

復興手順を学ぶ演習を行うため、研修を通して復興計画
づくりのプロセスをまとめた手引きとしてまとめる

事前復興まちづくり研修（演習） 実施

演習手引きに基づき、被害想定を踏まえた復興まちづくり
の検討と、発災後の復興手順を学ぶ模擬演習を実施

H30～H31

R2～R3

R4～R6 R4：3会場（11市町参加）➔ R5：名張市・鈴鹿市 ➔ R6：鳥羽市・熊野市 で実施

これまでの取組状況(H30～R6)

19



手引きの概要等

復興まちづくりにかかる

発災後の都市計画事務手引き 作成 【R7.5月】

✓ 復興まちづくりの都市（市街地）

の復興を対象とした具体的な手続

きの流れや様式を示した手引き

【記載内容】

‣建築基準法、都市計画法等に基

づく建築制限、被災市街地復興

特別措置法の手続き

‣復興まちづくり基本方針・計画

策定の方法

期待される効果

✓ 発災後の復興まちづくりの
   手続きの迅速化を図る

✓ 発災後の手続きの流れ等を

事前に確認・検討した内容は、

事前復興まちづくり計画策定

の検討にも活用可能

20



21

【市町向け】

事前復興まちづくり研修（演習）の実施

各市町のモデル地区を設定し、

どのような まち に復興していくか をグループで考えるなど、

発災後の復興まちづくりのプロセスを体験

✓ 案内：令和７年10月

✓ 時期：令和８年１～２月 ※２会場で開催予定

演習の概要

【R8.1~２月】



22

調査の概要

三重県内の事前復興まちづくりの取組の推進に向け、

各市町における取組状況等の把握を行うための調査

✓ 本調査は三重大学大学院工学研究科三宅研究室と共同

で行い、調査分析内容は学術論文にて公表する予定

【市町向け】

事前復興まちづくりの取組状況調査の実施【R7.８月～】

✓ 照会先：市町都市計画担当課を窓口に実施

✓ 時 期：令和７年８月上旬～約３週間（予定）

✓ 今後の県の取組や支援策の方向性の検討資料として活用

※調査結果は各市町へフィードバック（10月頃予定）

調査結果の活用方法



発災後の混乱を見据え、

復興に向けた体制や手順、役割分担を

事前に整理することが重要

本日のまとめ

23

過去の災害の教訓をふまえ、

事前復興まちづくりの取組を
三重県でも進めていきましょう

避難先の分散を想定し、

復興後のまちの将来像を

住民と協働しながら、

事前に検討・共有することが重要



復興事前準備の主流化に向けた取組
事例集（国土交通省）

【R4.12月】

事前復興まちづくり計画等ガイドライン・策定事例

復興まちづくりのための事前準備ガ
イドライン（国土交通省）

【H30.7月】

静岡県富士市事前都市復興計画

静岡県下田市事前復興まちづくり計
画

和歌山県みなべ町事前復興計画

高知県香南市事前復興計画

愛媛県西予市事前復興計画

和歌山県田辺市事前復興計画

24

事前復興まちづくり計画検討のため
のガイドライン（国土交通省）

【R5.7月】
和歌山県和歌山市事前復興計画

【参考資料】

https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_fr_000064.html
https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_fr_000064.html
https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_fr_000064.html
https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_fr_000064.html
https://www.city.fuji.shizuoka.jp/1040050000/p007739.html
https://www.city.shimoda.shizuoka.jp/category/010000bouhan_bousai/156950.html
https://www.city.shimoda.shizuoka.jp/category/010000bouhan_bousai/156950.html
https://www.town.minabe.lg.jp/bousai/05/2023053100013.html
https://www.city.kochi-konan.lg.jp/material/files/group/3/2222_10.pdf
https://www.city.seiyo.ehime.jp/kakuka/soumu/kiki_kanri/13927.html
https://www.city.tanabe.lg.jp/kikaku/jizenhukkou.html
https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_fr_000066.html
https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_fr_000066.html
https://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/bousai_bouhan_koutsu/1000032/1036580/1052754.html


宮城県気仙沼市震災復興計画

大規模災害後の復興計画の事例

宮城県岩沼市震災復興計画 他

宮城県女川町復興計画 他

岩手県釜石市復興まちづくり基本計
画 他

岩手県山田町復興計画

石川県輪島市復興まちづくり計画

石川県志賀町令和６年能登半島地震
復興計画

岩手県大船渡市復興計画
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【参考資料】

https://www.kesennuma.miyagi.jp/sec/s019/010/050/010/1389054300072.html
https://www.city.iwanuma.miyagi.jp/bosai/fukko/suishin/
https://www.town.onagawa.miyagi.jp/archive/plan/index.html
https://www.city.kamaishi.iwate.jp/category/bunya/fukko/keikaku/
https://www.city.kamaishi.iwate.jp/category/bunya/fukko/keikaku/
https://www.town.yamada.iwate.jp/docs/196.html
https://www.city.wajima.ishikawa.jp/docs/2025021400019/
https://www.town.shika.lg.jp/zaisei/policy_plan/shikatown_hukkoukeikaku.html
https://www.town.shika.lg.jp/zaisei/policy_plan/shikatown_hukkoukeikaku.html
https://www.city.ofunato.iwate.jp/archive/contents-2315
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※ 国土交通省「全国都市防災・都市災害主管課長会議」
資料から引用（R7.4月開催）
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※ 国土交通省「全国都市防災・都市災害主管課長会議」資料から引用（R7.4月開催）
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